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受 付 

期 間 
令和８年５月７日（木）～２１日（木） 

第 1 次 

試 験 
令和８年６月２１日（日） 

 

１ 試験区分･採用予定人員及び職務内容 

試験区分 採用予定人員 職務内容 

令和７年度実績 

受験者数 
最終 

合格者数 

保育士 

保育教諭 
１２人程度 

園児の保育業務や幼児の教育

業務等に従事 
１３ １１ 

※ 複数の試験区分への受験申込みはできません。 

※ 試験結果によっては、採用予定人員が変更となることがあります。 

※ 福井市職員採用試験は、皆さんの申込みによって試験の準備が進められ、その経費は、市民の方に納

めていただいた税金が使われます。貴重な税金を有効に活用するためにも、試験の申込みをした人は、

必ず受験するようお願いします。 

 

２ 受験資格 

試験区分 資格等 
生年月日 

（下記の期間に生まれた人） 

保育士 
保育教諭 

保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する人
又は令和９年３月３１日までに資格と免許の両方
を取得見込みの人 

平成３年４月２日以降 

（１） 学歴は問いませんが、短大卒業程度の学力を必要とします。 

（２） 国籍は問いません。なお、日本国籍を有しない人の受験資格等の詳細については、４ページをご覧く

ださい。 

（３） 上記の受験資格があっても、次のいずれかに該当する人は受験できません。（地方公務員法第１６条

に規定する欠格条項） 

ア 拘禁刑以上の刑に処せされ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

イ 福井市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

 

 

【 注 意 】 

➢ 福井市職員採用候補者 前期試験に申込みをした場合、随時及び後期の全ての試験区分（後期試験

で実施予定の障がいのある方を対象とした採用試験「事務Ｄ」は除く。）を受験することができま

せん。 

令和８年度 
福井市職員採用候補者 前期試験案内 

（保育士・保育教諭） 
                        令和８年４月２４日 
                        福井市 総務部 職員課 
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３ 試験の日時及び場所 

区分 試験日 試験会場 

第１次試験 

令和８年６月２１日（日） 

９時００分 集合 

９時３０分 試験開始 

１３時５０分 終了 
 

※試験時間は予定です。 

 詳細はメールにてお知らせします 

◎福井会場 

・福井市地域交流プラザ ほか 
※会場は５月２２日以降にメール及びホームページ

にてお知らせします 

◎東京会場 

・全国町村会館 
（東京都千代田区永田町１丁目１１−３５） 

※申込時に会場（福井又は東京）を選べます。 

第２次試験 
令和８年８月３日（月）～８月７日

（金）のうち市が指定した日時 
福井市内で市が指定した場所 

 

４ 試験の内容及び配点 

次により、第１次試験と、第１次試験合格者を対象とした第２次試験を行います。 

区分 試 験 種 目 
所要時間 

内容 
配点 

第

１

次

試

験 

教 養 試 験 
１２０分 公務員として必要な一般知識及び知能についての択一式

による筆記試験（出題分野及び出題形式は別表のとおり） １００点 

専 門 試 験 
 ９０分 試験区分に応じた専門的知識、能力、技術等についての筆

記試験（出題分野及び出題形式は別表のとおり） ２００点 

 

第

２

次

試

験 

 

実 技 試 験 
－ 

音楽や表現方法等に関する実技試験 
２００点 

口 述 試 験 
－ 

面接及び討論による試験 
６００点 

適 性 検 査 － 公務員として、職務遂行に必要な適性に関する検査 

（１） 所定の試験種目を全て受験した場合に限り有効に受験したものとし、棄権した試験種目が一つでもあ

る場合は、他の試験種目についても採点を行いません。 

（２） 試験種目には合格基準を設けているものがあり、それらのうち一つでも基準を満たしていないものが

ある場合には、他の試験種目の結果にかかわらず不合格となります。 

（３） 第１次試験の合格者に対し、受験資格等の有無、申込書記載事項の真否等について確認します。 

（４） 最終合格者は、第１次試験及び第２次試験の成績を総合して決定します。 

 

 

《 別 表（教養試験・専門試験の出題形式及び出題分野） 》 

試験区分 時間 出題形式 出題分野 

教養試験 120分 択一式 
時事、社会・人文に関する一般知識及び文章理解、判断・数的推理、

資料解釈に関する一般知能 

専門試験 90 分 択一式 
社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、

保育原理・保育内容、子どもの保健 
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５ 合格者の発表 

区分 発表時期 発表方法 成績開示 

第１次試験 

合格者 
令和８年７月１０日（金） 

福井市ホームページに掲示する

ほか、合格者にはメールで通知し

ます。 不合格者のうち開示を希

望する人には、成績を通知

します。 最終合格者 
第２次試験 

合格者 
令和８年８月下旬 

福井市ホームページに掲示する

ほか、受験者全員に結果をメール

で通知します。 

 

６ 合格から採用まで 

  最終合格者は、試験区分ごとに作成される採用候補者名簿に記載され、その中から任命権者が採用者を

決定します。ただし、資格等の取得見込みの人が、「２ 受験資格」の項に記載してある所定の期日まで

に、必要な資格等を取得できなかった場合は、採用されません。 

 

７ 受験手続 

区分 オンライン申請 申込フォーム 

申込 

期間 
令和８年５月７日（木）～２１日（木） 

保育士・保育教諭 

申込 

方法 

右記の二次元バーコードからアクセスし、５月２１日(木)１７時１５分ま

でに所定の手続を完了してください。 

 

※この試験案内の４ページ末尾に記載のＵＲＬ（①採用試験案内） 

からも二次元バーコードからと同様に申込できます。 

提出 

書類 
オンラインでの手続となるため、紙での申込書の提出は不要です。 

留意 

事項 

・ ５月２２日以降に登録していただいたメールアドレス宛に受験番号を

通知します。受験番号は、今後の受験にあたり必要となりますので、必

ず控えておいてください。 

・ 前期試験の中で複数の試験区分への申込みはできません。 

・ 前期試験に申込みした場合、随時及び後期試験は受験できませんのでご

注意ください。 

申込・ 

問合先 

福井市 総務部 職員課 人事係 

TEL：０７７６－２０－５２５０ 

※ 採用試験受験の際に提出された書類は、一切返却しません。 
※ 受験に際して取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び福井市個人情報の保護に関する

法律施行条例に基づき適正に管理し、採用試験及び採用に関する事務以外での目的で使用することは

ありません。 
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福井市 総務部 職員課 
〒910-8511 福井市大手３丁目１０－１ 

TEL：０７７６－２０－５２５０ 
 

●福井市採用関係ホームページ 
①採用試験案内                                          
https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/jinji/saiyou/p000798.html      ① 

 
 
 

②業務内容・勤務条件の紹介（各種業務紹介パンフレットも掲載しています）  
  https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/jinji/saiyou/kinmu_jyoken.html   ② 
    

 

８ 給与、勤務条件等 

種類 内  容 

初任給 

月額 ２２４，８００円（短大卒） 

 ２３９，９００円（大学卒） （令和８年４月１日現在） 

※ この金額は、新規卒業者のものです（地域手当を含む。）。 

  学校卒業後、職務経験等一定の経歴がある場合は、所定の金額が加算されます。 

諸手当 
扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当等がそれぞれの

条件に応じて支給されます。 

昇給 １年に１回 

勤務時間 

休日 等 

勤務時間：８時３０分から１７時１５分まで（週３８時間４５分勤務） 

休 日 ：土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

※ 職種や勤務場所によって異なります。 

休暇 
年次有給休暇（年間２０日、採用１年目は１５日） 

特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引 等） 

福利厚生 
健康の維持・増進のための各種健康診断、レクリエーション事業、各種の給付や貸付事

業などを行う共済制度及び互助会制度があります。 

 

《 日本国籍を有しない人の受験資格等 》 
（１） 受験資格（次のいずれかに該当する人） 

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年法律第３１９号）に定められている永住者 

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法

律第７１号）に定められている特別永住者 

（２） 採用後の担当業務等 

公権力の行使に該当する職務又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。 

※ 公権力の行使に該当する職務 

(例)市税の賦課･督促･滞納処分、生活保護の決定及び立入調査、建築物･建築工事等の立入調査等 

※ 公の意思の形成への参画 

市政方針や最終的な政策決定等に重大に関与し、権限をもって意思決定を行うこと。 

 

《 障害者手帳の交付を受けている方へ 》 
受験の際に、障がいを理由とする配慮が必要な方は、申込フォームに必要事項を入力してください。 

障がいのある方を対象とした採用試験（事務Ｄ）は、後期試験での実施を予定しています。 

 

 

https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/jinji/saiyou/p000798.html
https://www.city.fukui.lg.jp/sisei/jinji/saiyou/kinmu_jyoken.html

